
平成３０年７月１８日   

 
国の雇用調整助成金について平成３０年７月豪雨に 

伴う特例が実施されます             

 

平成３０年７月豪雨の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済へ

の影響が見込まれることから､昨日､国(厚生労働省)において、同豪雨に伴う経済上の理由

により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対し、次の

とおり雇用調整助成金の特例措置が講じられることとなりましたので、お知らせします。 
 

１ 雇用調整助成金とは 

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等（休

業及び教育訓練）又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金

などの一部を助成する国の制度 

※中小企業の場合：受給限度額１人１日当たり８,２０５円、助成割合２/３ 

 

２ 特例の対象となる事業主 

平成３０年７月豪雨による災害に伴う「経済上の理由」により休業等を余儀なくされ

た事業所の事業主 

 

３ 特例措置（要件緩和等） 

(1) 生産指標の確認期間が３か月から１か月へ短縮される 

現行、生産指標、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近３か月間の月平均値が、

前年同期に比べ10％以上減少している事業所であることが必要とされているが、この指標の期

間が最近１か月となる。 
 

(2) 平成３０年７月豪雨発生時に起業後１年未満の事業主についても助成対象となる 

平成３０年７月豪雨発生時において起業後１年未満の事業主については、昨年同期の生産指

標と比較が困難であるため、災害発生時直前の指標と比較する。 
 

(3) 最近３か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象となる 

現行、雇用保険被保険者および受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近３

か月の月平均値が、前年同期と比べ５％以上を超えかつ６名以上（中小企業事業主の場合は

10％を超えかつ４名以上）増加していないことが必要とされているが、これが撤廃される。 

 

４ 遡及適用（計画届の提出時期） 

現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要とされているが、平成３０年７月５日

以降に初回の休業等がある計画届から適用されることとなり、平成３０年１０月１６日

までに提出のあったものについては、休業等の前に届け出られたものとされる。 

 

５ 問い合わせ先 

岡山労働局 職業安定部 職業対策課  電話 ０８６－８０１－５１０７ 

  〃     〃   助成金事務室  電話 ０８６－２３８－５３０１ 

各ハローワーク 

お 知 ら せ 

課名 労働雇用政策課 

担当 雇用対策班 竹ノ内・小野 

内線 2924・2923 

直通 086-226-7599 


